
◎令和元年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律 
（令和元年一二月一三日法律第七四号）（衆）   

一、 提案理由（令和元年一一月二九日・衆議院本会議） 

○原田憲治君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内

容を御説明申し上げます。 

 災害の被災者に対する経済的な支援として、義援金は大きな役割を果たしています。 

 義援金は、寄附者が被災者を支援するために拠出したものであり、生活を再建するた

めの資金として被災者みずからが使用することを期待されているものであります。 

 本案は、令和元年八月二十六日から同月二十九日までの間の豪雨による災害及び令和

元年台風十五号、令和元年台風十九号又は令和元年十月二十四日から同月二十六日まで

の間の豪雨による災害に係る義援金を令和元年特定災害関連義援金とし、その拠出の趣

旨に鑑み、被災者等がみずから義援金を使用することができるよう、同義援金について、

義援金の交付を受ける権利の差押え等の禁止及び義援金として交付を受けた金銭の差押

えの禁止をしようとするものであります。 

 なお、本案は、施行前に交付を受けるなどした令和元年特定災害関連義援金について

も適用することとしておりますが、施行前に確定した差押命令等に関しては、その効力

を妨げないこととしております。 

 また、差押えの禁止等の対象となる義援金の範囲その他の義援金の差押えの禁止等の

あり方については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じら

れるものとすることとしております。 

 本案は、昨二十八日の災害対策特別委員会において、全会一致をもって成案と決定し、

これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。 

 何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

二、 参議院災害対策特別委員長報告（令和元年一二月六日） 

○杉久武君 ただいま議題となりました法律案につきまして、災害対策特別委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、令和元年八月二十六日から同月二十九日までの間の豪雨による災害、令

和元年台風第十五号、令和元年台風第十九号又は令和元年十月二十四日から同月二十六

日までの間の豪雨による災害に係る義援金を令和元年特定災害関連義援金とし、その拠

出の趣旨に鑑み、被災者等が自ら義援金を使用することができるようにするため、同義

援金について、差押えの禁止等をしようとするものであります。 

 委員会におきましては、提出者衆議院災害対策特別委員長代理原田憲治君より趣旨説

明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 （注） 衆議院においては、委員会の審査は省略された。 


